
愛知県田原市 

●発表日：平成２７年（２０１５年）９月２８日 

 

（田原市内宿泊者限定）伊勢湾フェリー特別割引実施について 

 

田原市内の消費喚起を誘発するため、国の交付金「地域住民生活等緊急支援のための

交付金（地域消費喚起・生活支援型）」を活用し、田原市内に宿泊した（する）旅行者

等に限り、伊勢湾フェリーの乗船料金を割り引きします。 

  

１ 実施期間 

平成２７年１１月１日（日）～平成２８年２月２８日（日）の乗船日に限る 

※ただし、予算額を超えた時点で終了 

 

２ 割引対象 

田原市内の宿泊施設に宿泊した（する）個人、団体、車両 

※他の割引・特別割引との併用不可 

 

３ 割 引 率 

片道運賃の５０％ ※伊勢湾フェリー作成の料金表による 

 

４ 割引有効期間 

宿泊当日及び最終宿泊日の翌日 

 

５ 実施方法 

（１）個人 

「田原市内宿泊者限定伊勢湾フェリー特別割引申請書（個人）」に必要事項を記入の

上、伊勢湾フェリー発券窓口で料金支払時に提出。割り引いた金額にてチケットを販

売 

（２）団体 

「田原市内宿泊者限定伊勢湾フェリー特別割引申請書（団体）」に必要事項を記入の

上、伊勢湾フェリー株式会社に事前申請（ＦＡＸ）。 

※団体予約の場合は、１０月１日から受付可能。 

 

６ 申請書 

田原市及び伊勢湾フェリー株式会社ホームページ、田原市内宿泊施設、伊勢湾フェリ

ー鳥羽ターミナル等で入手   

（担当）産業振興部商工観光課 副主幹 中村和広 電話(0531) 23-3522 

 

資料№3  



田原市半額補助割引　運賃表

◆自動車航送運賃（運転者１名含）

片道運賃 往復運賃

4,630  2,320 4,640
5,660  2,830 5,660
6,690  3,350 6,700
7,710  3,860 7,720
8,950  4,480 8,960

10,180  5,090 10,180
11,420  5,710 11,420
12,650  6,330 12,660
13,890  6,950 13,900
15,120  7,560 15,120

◆旅客運賃

片道運賃 往復運賃

1,550  780 1,560
780  390 780

◆特殊手荷物運賃：自転車･原付・自動二輪車運賃（運転者1名の旅客運賃を含む）

片道運賃 往復運賃

2,570  1,290 2,580
1,800  900 1,800
3,090  1,550 3,100
3,600  1,810 3,620
4,120  2,070 4,140

◆特別室使用料金（片道１回）

片道運賃 往復運賃

330  対象外 対象外

170  対象外 対象外

◆注意事項
その他の割引(往復割引・団体割引・身障者割引・雑誌・高速道路割引等)と重複して割引は行わない。

　大　　　人　（中学生以上）

　小　　　人　（小学生）

　大　　　人　（中学生以上）

　小　　　人　（小学生）

自転車（大人）

自転車（小人）

種　　　別

割引後の適用運賃
片道運賃種　　　別

種　　　別 片道運賃
割引後の適用運賃

　７ｍ以上　８ｍ未満

　８ｍ以上　９ｍ未満

　９ｍ以上１０ｍ未満

１０ｍ以上１１ｍ未満

１１ｍ以上１２ｍ未満

　 　　　　　　　３m未満

　３ｍ以上 　４ｍ未満

　４ｍ以上　５ｍ未満

　５ｍ以上　６ｍ未満

　６ｍ以上　７ｍ未満

片道運賃
割引後の適用運賃

種　　　別 片道運賃
割引後の適用運賃

原付自転車125㏄以下

自動二輪車750㏄未満

自動二輪車750㏄以上



 

※ただし、予定数を超えた場合は、実施期間内であっても終了となります。 

平成２７年１１月１日～平成２８年２月２８日 

詳しくは、裏面をご覧ください。 

（
１
月 

 

日
ま
で
） 

31 



「田原市内宿泊者限定伊勢湾フェリー特別割引」 

実施期間：平成２７年１１月１日から平成２８年２月２８日までの乗船日 

          ※予定数を超えた時点で終了となります。 

割引対象：田原市内の宿泊施設に宿泊した（する）個人、団体、車両 

割引内容：伊勢湾フェリー片道乗船料の５０％ ※往復の場合は片道乗船料×２の５０％ 

有効期限：田原市内への最初の宿泊日から最終宿泊日の翌日まで 

利用方法：「田原市内宿泊者限定伊勢湾フェリー特別割引申請書」に、必要事項を記載のうえ、乗船 

券購入時に伊勢湾フェリー窓口に申請 

申 請 書：田原市及び伊勢湾フェリー株式会社ホームページでダウンロード、田原市内各宿泊施設、 

      伊勢湾フェリー鳥羽ターミナル等で入手できます。※このチラシの申請書も利用可能です。 

 そ の 他：乗船時にアンケート調査への協力をお願いします。 

問 合 せ：愛知県田原市産業振興部商工観光課 TEL0531-23-3522 FAX0531-22-3817 

                                                Mail syoko@city.tahara.aichi.jp 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                平成   年   月   日 

田原市内宿泊者限定伊勢湾フェリー特別割引申請書（個人） 

住   所 
〒 

氏   名 
 

年齢      歳 

電話番号  
 

宿 泊 日     月  日から（  ）泊 

宿泊施設名 
 

※１名につき１枚、必要事項を記入の上、伊勢湾フェリー乗船券購入時に窓口に提出してください。 

※申請者が予定数を超えた場合、割引が受けられない場合があります。 

※虚偽の申請などがあったときは、割引額を返還していただく場合があります。 

※伊勢湾フェリーに関する他の割引との併用はできません。 

※ご記入いただいた個人情報は、当特別割引事業への利用目的以外には使用しません。  

この申請書を切り取って伊勢湾フェリー窓口にご持参ください。 

渥美半島☆観光大使キャベゾウグッズをプレゼントします！ 

田原市への観光は渥美半島観光ビューローホームページをご覧ください。 

渥美半島観光ビューロー TEL0531-23-3516 ホームページ QRコード 

mailto:syoko@city.tahara.aichi.jp

